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世田谷区子ども計画（第２期）素案に対する区民意見と区の考え方について 
 

 

意見募集期間 平成２６年９月２２日（月）～１０月１４日（火） 

意見提出人数 １４９人（ハガキ１０６、封書１、ファクシミリ３、ホームページ１１、

持参３、シンポジウムにおける計画素案に対する意見２５） 

合計意見数  ２５２件 

 

１ 計画・施策全体に関すること １９件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 子ども主体、子どもがいきいきわく

わくそだつまち等計画の方向性に

賛同する。今後の取組みに期待

する。 

４ ご賛同いただき、ありがとうございます。「子どもがいきいきわく

わく育つまち」は、本計画が最終的に目指すべき姿であり、そ

の実現に向けては、子どもや保護者はもちろん、事業者や子

育て支援者、区民の皆様の理解・協力が欠かせません。今後

ともご協力のほどよろしくお願いいたします。 

２ 内容は良いと思うので、広く区民

に周知してほしい。 

３ 「子どもがいきいきわくわく育つまち」は、本計画が最終的に目

指すべき姿であり、その実現に向けては、子どもや保護者はも

ちろん、事業者や子育て支援者、区民の皆様の理解・協力が

欠かせません。広く区民の皆様に周知を図り、地域で子どもを

見守り支える環境づくりに努めてまいります。 

３ 計画の理念を損なうことなく、着実

に実施してほしい。評価・検証を

できる体制を整え、また、実効性

のある計画としてほしい。 

７ 本計画の推進にあたっては、数値目標をはじめとする施策・事

業の実施状況の把握等、適切な進捗管理を行います。また、

「世田谷区子ども・子育て会議」や「世田谷区子ども・青少年協

議会」等の学識経験者や事業者、区民等で構成する機関で、

評価・検証・推進について審議を行い、計画の着実な推進を図

ってまいります。 

４ 財政面の記載がないが、減収の

可能性もあるなか、実現可能な計

画となっているのか。 

２ 子ども・子育て支援法により策定が義務付けられた「子ども・子

育て支援事業計画」については、5年間の期間の中で計画的

に整備を進めるものです。また、その他計画全般にかかる各

施策展開についても、計画案に掲げる重点政策や世田谷区実

施計画に掲げる施策などを踏まえつつ、今後10年間の中で、

計画的かつ着実に推進できるように努めてまいります。 

５ 将来の子育て環境を見据えたプ

ライオリティ（重要優先度）の設定

が必要ではないか。 

１ 
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６ 「切れ目ない支援」について、「妊

娠期から」という記述に加え、「18

歳まで」という文言が入ると良い。 

１ 計画案では、子ども施策と密接に関わる若者施策を見据えた

検討を行っており、今後の若者施策についてもお示ししており

ます。子どもから若者まで切れ目なく支えていくため、18歳以

降の施策も含めた体制を整えることとしています。 

７ 世田谷の保育は子どもの育ちをし

っかりと考え保育してきたので、計

画作成にあたり、保育園長ＯＧは

重要な役割を果たせると思う。 

１ 計画案の策定にあたっては、「世田谷区子ども・子育て部会」

において議論を重ねてまいりました。会議体には、保育園長を

はじめ、各種保育施設の代表が委員として参加し、現場で実

際に子どもと関わる方々のご意見をいただきながら策定を進

めています。 

 
 
２ 子育て家庭への支援 ２４件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 「三つ子の魂百まで」世田谷子育

てを目指し、３歳までは親の手で

じっくり子育てを楽しみ、しつける

ことが、心身共に成長し豊かな人

間性を持つ子どもの育ちにつなが

る。３歳まで親元で育てられた「基

礎」のしっかりした子どもを育てて

いくよう世田谷区が発信すべき。 

１ 子ども条例第4条では、子どもの養育と成長についての責任

等、保護者の努めについて謳っております。一方で、子育てや

仕事に対する価値観、ライフスタイル、働き方は多様化してお

り、保育をはじめとする必要な支援も個々の家庭によって異な

ります。自身の状況にあった支援につながることができるよう、

子育て家庭のニーズに沿った多様な施策を展開してまいりま

す。 

２ 母親が自分の時間を持つことも大

切だが、それは一時の息抜きにし

かならない。赤ちゃんや子供との

コミュニケーションを深め、お互い

に楽しむことができるとよい。親の

子育て力の向上には、おむつなし

育児講座が有用で、多くのお母さ

んに知ってほしい。情報交換や交

流の機会、気軽に相談ができる場

でもある。０～２歳くらいの子ども

を持つ母親の悩みである、夜泣き

とトイレトレーニングについて、情

報交換や交流できる機会はニー

ズが高く、対応、検討を求める。 

１ 現在、区内には様々な子育て支援をされている団体がありま

す。区民及び地域コミュニティが相互に助け合い、区民の子育

てや子どもの自立を支援する活動が充実・拡大することで、地

域の子育て力がより高まることを目的に、区では、子育て支援

活動を行う団体や個人に助成を行っています。いただいたご意

見の講座も含め、今後も地域で子育て支援活動を行っている

団体への支援を充実し、地域の子育て力の向上を目指してま

いります。 
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３ 子育て力に欠ける親が増えてお

り、子育てに必要なノウハウを習

得し、子育てに責任と自覚をもつ

親となるための支援が必要。 

３ いただいたご意見につきましては、今後の子育て支援施策・事

業の検討を行う際の参考とさせていただきます。 

４ 子どもは親をじーっとみている。親

は子どもをもっと見てあげてほし

い。 

１ 

５ 少々泥を食べたって構わないくら

い清潔志向から脱却し、五感はど

う育つか、教育や現状報告を子育

て世代にして、おおらかな子育て

への意識改革をしていくべき。 

１ 

６ 0歳児を持つ親の育児力を高める

交流事業ＢＰプログラム赤ちゃん

がきた等の全区的実施を。 

１ 

７ 中学生以上になると、自分の人生

を自分で進むため、親から自立す

る準備として、親の言う事を聞か

なくなる。子どもは、同じ状況の友

達と強がりを言いながら進んでい

る。この時、子どもが望んでいる

事が、良きアドバイスであり、親は

子どもにとって、最も良き、最も強

きアドバイザーになるべきで、な

れるはずである。 

１ 子どもの発達段階に応じて、依存と自立の葛藤を抱えている

思春期の子どもの発達成長を理解し、親としての関わり方を学

ぶことは、家庭教育の大事なテーマのひとつです。親が自信を

持って子育てをすることがきるように、家庭教育の支援に取り

組みます。 

８ 公園や児童館で皆と同じ行動が

できない子を抱えて一人でしんど

そうにしているママによく会う。プ

レーパークや自主保育ではその

子の個性、やりたい事を尊重して

おり、行き場のないママがここで

ホッとしている。産前、妊婦学級等

でこの場の存在を伝えてほしい。 

 

１ プレーパークや自主保育など、区内には乳幼児が外遊びので

きる機会をすすめる活動がたくさんあります。今後は更に乳幼

児の外遊びの機会を広げていくことを検討していくとともに、外

遊びの活動のＰＲのひとつとして、母親学級などを利用した産

前家庭への周知にも取り組んでまいります。 

９ 他地域でよくやっているブックスタ

ート（赤ちゃんの定期検診時の絵

本プレゼント）を導入してほしい。 

 

２ 第２次世田谷区立図書館ビジョン（２０１５年３月策定予定 ）の

「基本方針１．０歳児からの読書を支える図書館」の中でブック

スタート事業を検討しております。 
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１０ 在宅で乳幼児を育てている親が、

通院や用事の際に、また息抜きな

どのために利用できる一時預かり

を充実してほしい。 

４ 多様な生活形態に対応した保育サービス、一時預かり事業の

充実は重要であると考えています。計画案では、「親がリフレッ

シュできる場・機会の充実」、「多様な保育サービスの提供」の

一環として、一時預かり事業の拡充について記述しています。

いただいたご意見につきましては、平成27年度から実施する

予定の世田谷区ファミリー・サポート・センター事業や現在実施

している一時預かり事業の参考にさせていただきます。 

１１ 区の保育を補完するサービスで

ある世田谷区社会福祉協議会の

ふれあい子育て支援は、利用時

間が７時～21時。６時から利用で

きるサービスの拡充を求める。 

１ 

１２ 地域の人と顔見知りになれ、知ら

ない人に預けるという不安もない

ふれあい子育て支援事業はよい

事業だと思う。類似のファミリー・

サポート・センター事業を実施す

れば、国からの補助金も入り、援

助者の研修などを通じて質も向上

するので、是非、実施してほしい。 

１ いただいたふれあい子育て支援事業に関するご意見につきま

しては、世田谷区社会福祉協議会に情報提供させていただくと

ともに、区といたしましても、子ども計画策定時に行った区民ア

ンケート結果などを踏まえ、各種の子ども子育て支援施策の充

実・強化を図る中で、世田谷区ファミリー・サポート・センター事

業を平成27年度から実施する予定です。 

１３ 産後、リフレッシュのため、ヨガな

どに参加したが、どこも自己紹介

から始まり、知り合いを作らなけ

ればいけない感じがして苦痛で、

参加しなくなった。そういう人ばか

りではないと認識すべき。 

１ 貴重なご意見ありがとうございます。イベントに参加される方々

が様々な思いをもって参加されていることを受け止め、今後の

事業の検討を行う際の参考とさせていただきます。 

１４ 子育ては社会が受け皿になり、乳

幼児を持った親が育児から解放さ

れる機会が必要。１週間又は１か

月に１日、子どもを無料で保育園

に預けることを義務化するなど、

親ではない別の人がみる機会も

必要で、これは虐待の早期発見

にもつながると思う。 

１ ご指摘のとおり、虐待の予防・早期発見の観点からも、子育て

中の親が育児から解放される機会は必要であると考えており

ます。計画案では、親がリフレッシュできる場・機会の充実を掲

げ、一時預かりの拡充などを進めることにより育児不安を解消

し、子育て期を楽しめる環境づくりを進めることとしています。 

１５ 妊婦期からのマタニティビクス無

料レッスン等、妊婦時代から定期

的に交流する場を作っておくと良

いスタートをきれると思う。 

１ 定期的な集いではありませんが、各総合支所において、母親

学級・両親学級を開催し、地域の中での交流を促すプログラム

を実施し、集いのきっかけ作りを行っています。また、地区会館

や児童館でも妊娠期からのボディケアなどの場を提供しており

ます。今後の開催について周知を徹底してまいります。 
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１６ ヨガ、ピラティス、ベビーマッサー

ジなどを企画してほしい。また、区

にあるそれらの情報をマップに分

かりやすくまとめてほしい。（親子

で参加できるのか、いくらか等） 

１ ご要望の内容の講座は、きっかけづくりのため、各所管で開催

されています。継続的実施については、民間のサークル等へ

の参加をご案内しております。イベントや講座のご案内につい

ては、ホームページやアプリを活用してご参照いただけるよう

情報をまとめてまいります。 

１７ 妊娠期からの支援について、母親

学級の土曜実施の充実及び布お

むつについて沐浴指導のように教

えてほしい。 

１ 休日実施の両親学級は、事前申し込み制で今年度は回数を

増やし、希望者にはほぼご参加いただいております。おむつ替

えの実習も時間をとって実施しており、徐々に充実させてまい

ります。 

１８ 産後の赤ちゃん訪問について、里

帰り出産した自治体では望むだけ

訪問してくれて、おかげで一番つ

らい産後１～３ヶ月を乗り切れた。

区の赤ちゃん訪問は１回限りで、

時間も短く保健師がせかせかして

いる感じがした。産後１～３ヶ月が

心身共に大変な期間なのでその

時期にポイントを置いて母子を手

厚くサポートすべき。 

１ 乳児期家庭訪問事業は、産後のデリケートな時期からの支援

の要と考え、すべてのご家庭に伺えるよう体制を整備している

ところです。初回の訪問は委託指導員であることが多く、1回限

りとの説明があったものと思われますが、必要に応じて地区担

当保健師に引継ぎ、継続した支援を行うことができるようにして

おります。 

実体験として、よい印象をいただけなかったことを真摯に受け

止め、よりよい支援につなげられるよう努めてまいります。 

 
 

３ 保育・幼児教育の充実 ６４件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 待機児童の解消に向け、保育所

の整備を進めてほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

８ 近年、子育て世代の就労の状況や就労形態の変化に加え、転

入等により区における乳幼児数が増えていることなどから、保

育サービス施設利用希望者が非常に多くなっております。 

平成２６年４月の認可保育園の入園申込者数は５，３６３人で、

待機児童は昨年の８８４人から１,１０９人と増加し、２年連続で

過去最多を記録してしまい、多くの区民の皆様に多大なご迷惑

をおかけしており、誠に申し訳なく思っております。 

子ども施策の中でも、保育の基盤を整備し、待機児童を解消す

ることは重要な課題のひとつであり、全庁を挙げて、その解決

に取り組んでおります。 

区では、人口推計などから算出した需要量見込みに基づき、

平成２６年４月時点で約１３５００人の保育定員を、平成３１年ま

でに、約２万人まで確保することを目標としております。 

今後も、認可保育所の増設を基本にしながら、小規模保育事

業などのあらゆる手法を駆使し、保育待機児解消に向けて全

力で取り組んでまいります。 
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２ 平成31年度までの数値目標を掲

げているが、保育所整備のスピー

ドをあげ、早急に待機児童の解消

を図るべき。 

 

 

３ 区は、平成３１年までに、約２万人の保育定員を確保すること

を目標とし、平成２７年度に約１，４００人分の定員拡充の計画

を掲げております。 

目標の実現には、財源や用地の確保などが重要であり、全庁

を挙げて、取り組んでおります。 

整備にあたりましては、区民の方のニーズの高い認可保育園

の新設を中心に、保育の質の確保を図りながら、整備を推進し

ております。 

今後も、国有地・都有地・区有地などの公有地や、民有地の活

用を促進した用地確保に取り組みますが、保育の質の確保を

基本とし、保育が必要なお子さんを一人でも多く、また、１日で

も早くお預かりできるよう、保育施設整備に全力で取り組んで

まいります。 

３ 待機児童問題は急務で保育の質

の維持というが、質の高い保育を

提供できる企業もいるし、将来あ

るか分からない倒産のリスクなど

を過度に警戒することなく、企業

参入を本格的に検討すべき。どこ

でもいいから今とにかく預けたい

と言う人も多いはず。 

１ 区は、平成２５年７月に、認可保育園の整備・運営事業者の参

入要件を見直し、株式会社やＮＰＯ等も認可保育園を開設でき

ることとしました。 

区としては、子どもの最善の利益を守る観点から、保育運営主

体に関わらず、設置の際に必要な確認・審査を丁寧に行うとと

もに、運営開始後も、運営面に対する支援を積極的に行い、保

育の質の確保と保育待機児童の解消に全力で取り組んでまい

ります。 

４ 生む時期を選ぶ事なく、４月入園

だけでなく途中入園についても真

摯に検討してほしい。いつでも入

園できれば、長期に育児休暇取

得して、低月齢、低年齢の保育の

需要が減るのではないか。 

３ 入園選考につきましては、４月のみならず毎月行なっていると

ころですが、在園児が卒園するなどの理由により４月入園時の

入園可能数が最も多くなることはやむを得ないものと考えてお

ります。しかしながら、年度途中でも入園しやすいよう施設整備

等を進めてまいります。 

 

５ 区境付近の区をまたいだ保育サ

ービスの連携を図ってほしい。ま

た、マンション等設置者、病院、寺

院、大学等と連携して保育サービ

スの充実を図るべき。 

１ 認可保育園の入園申込みにつきましては、住所の制限はなく、

区内在住者の区外の保育園への申込みが行えます。 

マンション等との連携につきましては、「世田谷区建築物の建

築に係る住環境の整備に関する条例」において、一定規模以

上の集合住宅の建築について、保育所等設置の協議を義務

付けており、協議の結果、設置予定となった計画地もありま

す。 

民有地の活用につきましては、区ホームページやチラシ配布な

ど様々な媒体を通して周知を行っており、頂いたご意見も参考

にさせていただき、多様な団体等と協議できるよう検討してま

いります。 
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６ 開発に伴い子育て家族が増加し

ているが、保育園の数は全く足り

ていない。戸数によっては園の設

置を義務付けてはどうか。また、

老朽化しているシルバーセンター

や児童館等、建て直しがあるなら

園と一体化する方法もある。子ど

もは地域の目が必要。工夫して予

算を有効に、目に見える形で使っ

てほしい。 

１ 現在、「世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する

条例」において、一定規模以上の集合住宅の建築について、

保育所等設置の協議を義務付けており、協議の結果、設置予

定となった計画地もあり、引き続き、積極的に設置向けた協議

を進めてまいります。 

また、公共施設整備方針に基づき、各施設の状況等に応じて、

合築、複合化など効率的な施設整備の取組みを進めており、

施設跡地に私立認可保育園を整備するなど、公共施設跡地の

有効活用につきましても、併せて取り組んでおります。 

今後も引き続き、民有地の土地・建物等も含め、財政的な配慮

をするとともに、保育需要を見定めながら、全力で施設整備に

取り組んでまいります。 

７ 保育施設を老健施設とセットに

し、将来的な需要増減に備えるべ

き。 

１ 保育施設と介護老人保健施設を併設した施設整備につきまし

ては、各施設における異世代間の日常的な交流等が期待でき

ます。両施設を整備できる十分な面積をもった用地を確保する

必要があるなど、一元的な整備を推進することに困難な側面も

ありますが、整備に必要な面積が確保された都有地を活用し

た施設整備においては、これまでも、保育施設と高齢者施設等

が隣接した施設整備に取り組んでおります。今後もニーズに応

じて、他の関係所管課と連携しなから、福祉施設整備を進めて

いきたいと考えております。 

８ ０歳保育をなくすべき。希望する

親は、１歳で入れないと困るという

理由がほとんど。０歳児は集団生

活に向かず発達の妨げになって

いるし、親も全て保育園任せで親

としての自覚も育たないと思う。 

１ ０歳児から保育を必要としている方も多くおり、０歳児保育につ

いては、引き続き実施していく必要があると考えております。 

９ 自営業やフレックスタイム等の不

規則な就業形態である人も保育

園に入れるようにしてほしい。 

２ 区は、認可保育園の入園選考にあたっては、保育に欠ける程

度、すなわち入園の必要性の度合を指数化するポイント制で

実施しております。その際、就労要件の場合は、会社勤務や自

営業など就労形態が異なっていても、週の就労日数や時間に

より同様に選考を行なっております。 

認可保育園の入園選考では、特定の方にとって有利なことは、

他の方にとっては不利になるという関係性があり、選考方法に

つきましては、保護者間でも立場の違いから様々なご意見が

ありますが、入園に向けて一斉に効率的・効果的な選考を行う

ため、客観性・公平性が確保できることからも一定のご理解を

いただいているものと認識しております。しかしながら、保育に

欠ける度合いを公平に判断する際の手法については、区民の
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皆様の声や社会情勢の変化により、今後も引続き慎重に検討

を重ねていかなければならないと考えております。 

１０ 同ポイントの場合に収入で順位が

決まる選考基準を見直すべき。 

 

２ 区は、認可保育園の入園選考にあたっては、これまで積み上

げてきたポイント制を採用しており、就労や疾病などの状況に

基づく実施基準と、兄弟や育休などの状況に基づく調整基準、

更には同一指数の場合の優先順位を定め、公平・公正な選考

に努めております。 

こうした中で、同一指数世帯の優先順位につきまして、平成２２

年４月選考より、所得階層の低い世帯から選考する順番を、そ

れまでの第４段階から第２段階に繰り上げております。これ

は、２１年度の苦情審査会でのご指摘や、平成２１年度に待機

世帯を対象に行ったアンケート(半数以上が低所得者を優先す

べきと回答)の結果を受けて、改めたものです。 

認可保育園の入園選考では、特定の方にとって有利なことは、

他の方にとっては不利になるという関係性があり、選考方法に

つきましては、保護者間でも立場の違いから様々なご意見が

ありますが、入園に向けて一斉に効率的・効果的な選考を行う

ため、客観性・公平性が確保できることからも一定のご理解を

いただいているものと認識しております。しかしながら、保育に

欠ける度合いを公平に判断する際の手法については、区民の

皆様の声や社会情勢の変化により、今後も引続き慎重に検討

を重ねていかなければならないと考えております。 

 

１１ 世田谷区で育った人には何らか

ポイントをプラスするなど選考基

準を見直してほしい。 

１ 区民である期間の考慮については、長年世田谷区に居住して

いる保護者が入園できずに、最近転入してきた世帯の子ども

が入園する事例がありますが、転勤が多い職種の方は本拠と

する住まいが区内にあっても住所異動せざるをえない事例の

あること等を踏まえると、一定の年数で加点ないしは優先する

ことはなかなか難しいところです。今後の検討課題としてまいり

ます。 

１２ 子育てと介護を同時に担っている

家庭への支援を整えてほしい。仕

事のための保育は整ってきている

が、通院、付き添い、介護のため

の保育が不十分。 

１ 区立・私立保育園、保育室、一時保育専用施設で実施する一

時保育は、保護者が親族の看護・介護にあたるときにおいても

利用できることになっています。今後も私立保育園を整備して

いく際に、一時保育の整備を促進してまいります。 
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１３ 就労しているひとり親家庭への支

援に最も重要な施策は保育であ

る。病院勤務の看護師や医師を

はじめ、介護施設など24時間の

交替勤務の職業も増えていること

から、朝６時台からの保育時間の

開始及び22：15までの延長保育

を実施する園の拡充を求める。 

１ 認可保育園における延長保育につきましては、区民の皆様の

多様な勤務形態の方々に対応するため、平成２６年１２月現

在、１３時間延長の２４時間保育を１園、４時間延長を５園、２

時間延長を２５園において実施しています。区といたしまして

は、今後も皆様のニーズをとらえ、ご利用しやすい多様な保育

サービスの充実を図ってまいります。 

１４ 延長保育の定員の増加を希望す

る。 

１ 認可保育所を中心に整備を進め、保育園の拡充に努め、ま

た、家庭と協力しながら一人ひとりの子どもの発達過程等に応

じた適切な生活リズムを作ることができるよう、必要に応じ延長

保育の実践をしてまいりたいと考えております。 

１５ 退職保育士をフル活用して突然

の急用（例えば病院、介護、上の

子の幼児等）に対応できる預かり

保育をしてはどうか。当日に預け

たい人がいる。 

１ 退職された保育士の活用も含め、突然の急用に対応できる預

かり保育についての参考とさせていただきます。 

１６ 保護者の出産・病気の時、兄弟姉

妹の病気の時に24時間すぐに子

どもを安心して預けられる保育所

や学童保育所を病院隣接地に整

備してほしい。現行の緊急一時保

育等は急病に対応していない。 

１ ２４時間保育、緊急保育、一時保育は、利用される子どもの人

数や年齢、特性、アレルギーの有無等に応じて、職員の配置

や食材注文の配慮などを行っているため、お子様を安全にお

預かりする上で事前に面接等を行なっております。ご意見につ

きましては、今後の参考とさせていただきます。 

１７ 緊急一時保育の制度を見直し、

事前に登録を受け付けてほしい。

氏名・住所・家族構成等の基本事

項を事前に登録し、緊急時に理由

を申請するだけにしてほしい。 

１ 

１８ 区立保育園での「緊急保育」受入

れは全く使えないのが現状。ほっ

とステイなどの一時預かりを含

め、事業主と区が協力して保育環

境の整備を。 

１ 

１９ 園庭がないために近隣の公園を

園庭代わりに利用することで近隣

住民は苦しみを強いられる。大規

模公園はともかく住宅密集地の中

の公園には保育園の庭代わりとし

て立ち入ることを止めてほしい。 

１ 幼児期に運動することは子どもの成長にとって不可欠なことと

考えます。近隣にお住まいの方にご協力とご理解が得られるよ

う努めてまいりますのでご理解・ご協力お願いいたします。 
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２０ 区民が安心して、気軽に利用でき

る価格で、共働き世帯や孫を預か

る祖父母も利用でき、土日祝も利

用できるベビーシッターサービス

の提供を提案する。 

１ ベビーシッターサービスの提供については、在宅子育て支援の

参考とさせていただきます。 

２１ 小学校低学年くらいまでは病児保

育を利用できる制度を設けてほし

い。 

１ 今後も病児保育施設の整備に努め、利用しやすい制度づくり

に努めてまいりたいと考えております。 

２２ 認証保育所を利用する人への補

助をもっと手厚くしてほしい。 

１ 区では、認可外保育施設の新制度における認可施設及び事

業への移行支援を行っております。新制度の認可施設及び事

業となることで、保育内容の充実を図りつつ、応能負担でご利

用いただけるようになりますので、認可外保育施設を利用する

方への補助と同じ効果が期待できます。 

認可外保育施設を利用する方々から利用者への補助を望む

声があることは認識しておりますが、区といたしましては、新制

度への移行支援を優先したいと考えております。 

２３ 子どもが0歳のときには、少人数

での保育が良く、保育ママの育成

に力を入れてほしい。 

１ 「保育ママ事業」は、家庭的な雰囲気の中で少人数保育が行

われる点が利用者の方々から評価を受けており、多様な保育

ニーズに応える一つの手法であると認識しております。一方

で、一軒の家の中で保育が行われる事業の特性から、保育者

が孤立しやすいといった課題もあります。 

区といたしましては、こうした課題の解決が期待できる新制度

上の家庭的保育事業を推進するとともに、今後の保育ママの

あり方についても検討を進めたいと考えております。 

２４ 区立幼稚園を限りなく現状を維持

した状態で存続させながら保育機

能を持たせるよう、今後も尽力し

てほしい。 

１ 今後、区立幼稚園は、幼稚園と保育園両方の機能や特長を併

せ持つ認定こども園へ移行する予定です。移行にあたり、これ

までの区立幼稚園の教育・運営の内容を活かしていくととも

に、幼稚園の入園数等を考慮して定数を設定していきます。 

 

２５ 現在、私立幼稚園は人数が多く

狭き門となっており、区立幼稚園

に全員の受け皿があると分かれ

ば親子ともども精神的負担が軽

減されるため、区立幼稚園は抽選

でなく全員入園できる仕組みとし

てほしい。 

１ 幼稚園の学級定員は、職員の配置基準や施設基準があるた

め簡単に増やすことは困難ですが、子ども・子育て支援事業計

画による需要数を指標として判断していきます。 
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２６ 幼稚園の入園希望者が増えてお

り、幼稚園浪人が出てきている。

幼稚園を増やしてほしい。 

４ 世田谷区内の私立幼稚園の収容総定員に対する就園率は約

90％となっており、区全体としては、受け入れ可能な状況となっ

ております。地域による実情に違いもあることから、今後、検討

しなければならない課題と考えています。 

２７ どこの幼稚園も空きがなく、転入

者は幼稚園の入園が難しい、大

変であるということの情報を提供

するべき。 

１ 私立幼稚園の入園につきましては、各園が決定しております。

空き状況等につきましても、区として把握はしておらず、各園に

直接お問い合わせいただいております。 

２８ 区立幼稚園に通っているが、自転

車通園が認められておらず、遠い

距離から通っている人は皆困って

いる。園バスが無理ならせめて自

転車通園を認め、駐輪スペースを

各幼稚園に設けるか、バス等公

共機関との連携で通園パスを発

行するなど、徒歩通園が困難なケ

ースにも注目して解決先を検討し

てほしい。 

１ 幼稚園は一斉の登降園のため、一時的に多くのスペースが必

要になるため、園における駐輪スペースの確保や安全管理の

問題もあり、困難な状況です。 

また、園バスの運行は費用の問題や園での乗降車のための

駐車スペースの問題もあり困難と考えます。ご理解、ご協力を

お願いします。 

２９ 保育現場では、安心安全である

事を第一に考えて、様々な取組み

を実践する必要がある。 

１ 保育現場では、安心安全であることを第一に、様々な取り組み

にあたりたいと考えております。 

３０ 自給率向上、子どもの国内ご飯

食の食習慣の定着、食育安全上

の配慮のため、給食食材はできる

だけ国内食材を使用し、自給（ご

飯）をできる限り進めてほしい。 

１ 区立の小中学校では、週３回以上の米飯給食の実施を目指し

ており、国産米を使用しています。他の給食食材につきまして

は、生鮮品は国内産を使用することとしており、加工品につい

ても出来る限り国内産を使用することとしております。 

３１ 待機児対策で認可、認証保育所

が増えているが、園庭がないなど

保育の質が心配なので近くの公

立園との連携が図れる施策があ

るとよい。 

１ 区では、総合支所管内にあわせ５つの地域（世田谷、北沢、玉

川、砧、烏山）で、地域の保育施設が集まり、情報を共有し、地

域で支えあい、連携する活動に取り組んでいます。 

また、区立小・中学校においても、地域の子どもたちが心身と

もに健やかに成長できる環境づくりの一環として、各小・中学

校の活動に支障のない範囲で、運動会や学芸発表会等の園

行事を実施するために、校庭や体育館等学校施設の貸し出し

をしています。 

３２ 保育の質の向上に向け、様々な

職種や機関での意見交換が重要

である。 

１ 今後とも、研修・保育ネット・事務連絡会など、様々な機会をと

らえて、グループワークや意見交換を行うよう努めてまいりま

す。 
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３３ 保育に携わっていて、近年子育て

力のない親が多いと感じており、

保育現場で子育て・親育てができ

ると良い。計画の中で保育に関す

る取組みがより詳細になるとい

い。預けっ放しにならないように共

に将来の人材を育てるチームに

なれればいいと思う。 

１ 保育園の役割として、保護者支援・地域の子育て家庭の支援

も重要な役割となっております。また、世田谷区保育理念・方

針においても、保護者とともに心豊かな子育てを目指すことと

しております。今後とも、保護者が子育てを楽しいと感じること

ができるように、保育の質の向上に取り組んでまいります。 

３４ 保育園の布おむつ利用及び助成

について継続すべき。 

 

２ 布おむつを使用するか紙おむつを使用するかにつきましては、

衛生面も含め保育現場の意向もふまえながら決めていくものと

考えております。 

３５ 子どもが主体になるため、現場の

保育士自身が保育実践の主体と

して、生き生きと保育していること

が必要。保育内容は現場の子ど

もとつくるものであり、子どもと若

者がいきいきわくわく生きていくた

めに、大人が“いきいきと生きるモ

デル”であり続けることができる現

場を大切にした施策を。 

１ 現在、策定中の世田谷区保育の質ガイドラインにおいても、保

育現場に勤務する職員が安心して保育に従事し、常に前向き

に保育に取り組む姿勢が大切と考え、職員の労働条件や職場

環境の整備など運営体制についての項目を設けております。

今後とも、現場の職員が安心して子どもに接することができる

ような運営体制を整えることができるよう支援を行ってまいりま

す。 

３６ 保育園と名がつくだけで、中身は

託児所と一緒。公園も少なく職員

が子どもと走り回っている姿が全

く見られない世田谷区では、保育

士が確保できないのではないか。 

１ 

３７ 保育士不足解消のため、一定の

研修を受けた人に準資格を与え

るなどして、子育て支援施設で従

事できるようにするべき。 

２ 区では、これまでも保育士の専門性が重要であるとの認識の

もと、保育士の確保・育成に努めてまいりました。今後も、国の

動向等も注視しつつ、保育に携わる人材の確保・サポート態勢

を築いてまいります。 

３８ 保育士の確保は、厚労省の安易

な新しい資格者を任用するのでは

なく、保育士資格を持ちながら働

いていない人材を活用したり、給

与、短時間勤務等の処遇の改善・

充実によって対応すべき。また、

現に保育の補助をしながら、資格

取得を目指している人のサポート

も必要ではないか。 

１ 
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３９ 保育士を確保するとともに、待遇

を充実し継続して勤務できる環境

整備が必要。 

１ 保育士の確保のため、処遇改善等更なる待遇の充実に努めて

おります。 

４０ 保育園内において保育士の数が

少なく現場はとても大変で、素案

に書いてあることを成すためには

保育士の適正な人数の確保が必

要。 

１ これまでも基準に見合った適正な人数の配置について確認し

ております。今後も適切な配置をしているか確認してまいりま

す。 

４１ 保育士の質という点において質の

低い保育士が見受けられ、そのこ

とが改善されるシステムがない。

また、運営管理者の中に適さない

者がいても何も改善されない。現

場の状況をよく把握して対策を。 

１ 巡回指導相談や研修などの機会をとらえ、保育士の資質向上

に努めてまいります。 

４２ 人を育てるということは、未来を育

む先行投資であり、時間もコストも

心もたっぷりかけなければいけな

い。ただのサービスではなく、関

わる人が子どもの健全育成の視

点を大切にして取り組む必要があ

る。 

 

１ 乳幼児をお預かりする保育施設は、子どもの最善の利益を守

り、子どもたちを心身ともに健やかに育てる責任があります。今

後とも、子どもを中心とした保育を推進し、子どもたちにとって

最もふさわしい生活の場であるよう努めてまいります。 

４３ 待機児童解消だけでなく、ガイドラ

インを守ろうとする姿勢があり安

心した。保育の質の向上に向けた

取組みを進めてほしい。 

１ 今後とも、保育の質を維持・向上に取り組み、子どもたちのた

めによい保育が提供できるよう努めてまいります。 

４４ 子どもが主体。子どもの今を保障

しないと未来につながらない。そ

の通りだと思う。区の保育園は固

定遊具が少なすぎる。子どもが自

体的に行動、遊びを充実させてい

くためにも、身体づくりのためにも

考える必要がある。公園からも遊

具が減っている現状を見直し、利

用する保護者にも遊びのルール

や子を見守る方法などを伝えてい

く必要がある。 

１ 区立保育園については、園庭の形状、面積、定員等を考慮し

て遊具を配置しております。遊びのルールや見守り方法などは

公園等を利用する保護者などの中で情報交換などを行なう中

で伝えてもらいたいと思います。 
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４５ 認定こども園への補助を、子ども

数に比例して行うべき。園庭と公

園についてもしっかりと確認を。 

１ 子ども・子育て支援新制度では、教育や保育などに通常必要と

される費用の額などを勘案して国が定めた費用の額が、公定

価格として各施設に給付されます。その額は、施設を利用する

子どもの数や年齢などに応じて支払われる「基本額」と「各種

加算額」の合計となっております。 

また園庭につきましては、幼保連携型認定こども園では、園庭

の設置が必須事項となっており、その場所についても園舎と同

一敷地内又は隣接地に限定されています。 

４６ 保育と幼児教育が別の物かのよ

うに捉えていると感じる。保育園で

は幼児教育が受けられないという

不安が保護者の中にある。保育

は養護と教育を一体的に行うもの

という保育指針の基本に立ち返

り、保育と幼児教育は本来一体で

あるとの文言へ書替えを求める。 

１ 本計画案においては、保育は「保育所等において就学前まで

の子どもを対象に養護と教育を一体的に行うもの」と定義して

おり、保育所においても教育が行われていることを踏まえて策

定しております。 

 
 

４ 支援が必要な子ども・家庭のサポート ４０件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 虐待する親への支援、教育が必

要である。 

１ 家庭内の背景は様々ですので、相談支援体制の充実や親支

援講座が効果的に実施できるよう進めてまいります。 

２ 子育てと介護を同時に担っている

家庭への支援を整えてほしい。メ

ンタルサポートを含めて、子ども

高齢者家庭が共存できるような仕

組みづくりを。 

１ 介護を担いながら子育てをしている保護者については、介護・

付き添い等の時間にもよりますが、一時保育の利用対象となっ

ています。今後、事業計画に基づき、一時保育を含めた預かり

事業の拡充を進めてまいります。また、計画案では、重点政策

の切れ目のない支援の一環として、地域包括ケアの推進を掲

げており、介護、障害、子育て等複合的な課題を抱えた家庭の

相談体制の強化を進めていくこととしています。 

３ ネグレクトは家庭の中が見えにくく

生活の実態が分からない、子ども

の生活状況が見えにくい、親との

関係が取りにくい、貧困、精神疾

患など様々な理由が重なり改善を

困難にしている。問題の解決に向

けた足掛かりとして、区における

ネグレクト実態を調査し、必要な

支援や方法を見出すべきである。 

１ 虐待の中でもネグレクトは介入が難しいと考えております。時

間をかけて保護者、子どもへのアプローチを検討し、調査・分

析を蓄積する中で、改善できる方向に進めていくよう取り組ん

でまいります。 
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４ 学生ボランティア派遣事業につい

て、学生の派遣期間や対象児童

の見直しを行い、拡充すべき。 

１ いただいたご意見につきましては、今後、学生ボランティア派

遣事業の検討を行う際の参考とさせていただきます。 

５ ネグレクトを受けている子どもの

生活経験の幅を広げる場を提供

し、生活文化や生活習慣を習得で

きるような事業を行うべき。 

１ いただいたご意見につきましては、今後、児童虐待防止対策

施策の検討を行う際の参考とさせていただきます。 

６ ネグレクト問題の解決へ向け、小

中学生を持つ親への子育て支援

として、研修・講座・ワークショップ

を実施し、子どもの明日を夢見る

ポジティブな子育ての実現を。 

１ 

７ ネグレクト問題の解決へ向け、学

童クラブ卒児の夏休み教室を行う

べき。  

１ いただいたご意見につきましては、子ども計画策定時に行った

区民アンケート結果などを踏まえ、各種子ども子育て支援施策

の充実・強化を図る中で検討してまいります。 

８ マルトリｰトメント（不適切な養育）

を考える講座・講演会の開催や、

住民企画による講座やワークショ

ップ開催することを通じて、地域住

民の気づきや見守りを推進し、地

域が進める虐待防止活動を展開

すべき。 

１ 地域の虐待防止への普及啓発は重要と考えております。要保

護児童支援地域協議会を活用した地域の見守り、気づきの感

度を上げる等取組みを進めてまいります。 

９ 医院を受診せず母子手帳を持た

ない妊産婦やＤＶから逃げている

人への支援を。 

１ それぞれの家庭の状況やニーズに応じた、きめ細かい情報提

供や相談等の支援を強化してまいります。 

１０ 予期せぬ妊娠をした女性へ支援

を。自分では育てられないが出産

して特別養子に出すことを希望す

る人も少なからずいる。特に中絶

できなくなった女性を孤独な子育

てに追い込まないよう地域での見

守りを促進し、育てるのが困難な

時には専門機関で支援を。 

１ 妊娠に伴う悩みや不安については、健康づくり課の保健師が

ご相談をお受けしております。また、妊娠届出時にアンケートを

実施し、妊娠してのお気持ちとして戸惑いや辛さ、不安などを

お持ちの場合には保健師が面接・電話等でコンタクトをとらせ

ていただくとともに、ご意見のような特別な事情を抱えた方につ

いては、東京都の妊娠相談窓口を周知させていただくなどの

対応を図っております。さらに、子ども家庭支援センターも妊娠

期からの支援を担っており、必要に応じ児童相談所との連携も

とりながら、継続した対応を行ってまいります。 

１１ 居所不明児の徹底調査を。 １ 子どもの所在と安全を区として継続的に把握するために、住民

に身近な基礎的自治体だからこそできる確認体制を構築して

まいります。 
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１２ 無戸籍の子ども（大人）を調査し

て、支援してあげてほしい。無戸

籍の子どもの親又は本人の手助

けが出来る人員を確保し、相談に

応じ対処し、また、対応できる窓

口があると周知してほしい。 

１ 戸籍に記載のない方に関する情報の把握及び支援について

は、東京法務局長の依頼を受けて、区として情報の把握等に

努めており、東京法務局と連携し戸籍の記載手続きの支援を

しているところです。 

また、相談につきましては、全国の法務局や区内各総合支所

戸籍係において対応しております。相談窓口につきましては、

区の広報等により周知を行ってまいります。 

 

１３ 

 

無戸籍児という恐ろしい状況を作

らないため民法規定の改正を働

きかけると共に最低限区内で生ま

れた子どもの住民票を確実に作

ること。 

１ 出生による住民票の作成は、出生届の受理を基本としつつ、

出生届が提出できない場合でも将来的に戸籍の記載が行わ

れる蓋然性が高いと認められる場合などに住民票の記載を行

うことができるとされています。区においては、これらを踏まえ

その手続き等の相談対応を行っております。 

住民票を確実に作成するためには、出生届の届出義務者等が

戸籍係・出張所等に相談していただき、戸籍に記載し住民票の

作成へと支援していくことが、重要であると考えております。 

 

１４ 認可保育園に障害児枠がある

が、実際は集団保育可能な児童

だけと制限があり、多くのママたち

が仕事を辞めざるを得ない状況

がある。入園できず働かないとい

けないママ達にはベビーシッター

代や個別の保育代など別途補助

金を支給すべき。障害児手当の

みでは生活できず、差別なく保育

できる環境を整備してほしい。 

１ 区では、ノーマライゼーションの考え方を基に、定員に障害児

保育枠等を設けることなく、集団保育が可能なお子様につい

て、保育の入所要件に照らし、指数の高い方からご利用いた

だいています。保育園は乳幼児が集団で生活する場であり、

現在の状況では、医療ケアが必要なお子さんなどの重度障害

児の保育には限界があります。 

重度障害児の日常を過ごす環境の整備や個別の補助につき

ましては、今後、関係所管課と連携し、検討してまいります。 

１５ 緊急介護人の制度を改正してほ

しい。（介護事業所の訪問介護を

利用できるようにするなど） 

１ 障害者総合支援法に基づくサービスが充実するよう、ヘルパ

ーの育成等の支援を行うとともに、国に対しても、制度の充実

を求めてまいります。 

１６ 短期入所がなかなか利用できな

い。居宅介護の利用で振り替えで

きないか。 

１ 使い切っていない支給時間を、他のサービスに振り替えること

はできませんのでご了承ください。 

１７ 移動支援に、保護者帰宅までの

居宅介護を含められるようにして

ほしい。 

１ 帰宅後、家事援助か身体介護が必要である場合は、居宅介護

を受けられる場合もございます。 

１８ 障害児の「見守り」を、居宅介護で

認めてほしい。 

１ 居宅介護は国の定める制度であるため、区の判断で見守りを

認めることは難しい状況です。ご了承ください。 
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１９ 移動支援従事者の資格を、保育

士、看護士、保健師、助産師、教

員や障害児保育の経験のあるベ

ビーシッター等にも認めてほしい。 

１ さまざまな経験をお持ちの方がいらっしゃいますが、安心して

従事いただくためにも、研修を受講していただく制度になってお

ります。ただし、看護師資格をお持ちの方は、そのまま従事い

ただくことが可能です。 

２０ 知的障害児の移動支援の通学利

用を、保護者の一時的な病気の

時や休息の時等にも適用できるよ

うに改正してほしい。 

１ 通学の移動支援については、区として独自に認めているため、

限定的な運用となっています。国における制度の見直しの動

向を注視し、事業に反映してまいります。 

２１ 障害があるないに関わらず、区民

の子どもが地域の小中学校に入

学できるようにしてほしい。そのた

めに、通常学級での障害児受入

れのための支援員配置や、特別

支援学級の増設を求める。特別

支援学校に通学すると地域から

孤立してしまう。地域の学校に通

う事が障害児とその家庭には生き

る力になるので、特別支援学校に

かかる費用を地域の学校に通え

るために使ってほしい。 

１ 教育委員会では、本人・保護者の意見を可能な限り尊重しな

がら、障害のある児童・生徒がその年齢及び能力に応じ、か

つ、特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、

今後とも、障害のある児童・生徒の就学先について、保護者、

学校とともに考えてまいります。また、通常の学級に在籍する

配慮を要する児童・生徒に対しては学校支援員を派遣するな

どの支援をしております。なお、平成 26年度から人的支援の

充実に向けて、学校包括支援員モデル事業を実施しておりま

す。その他に特別支援学校に在籍する児童・生徒が地域の学

校に副次的に籍を持ち、交流を通して地域とのつながりを持つ

ことを目的とした副籍制度の利用について就学相談の段階か

ら説明してまいります。 

２２ 通級指導を受けるために在籍校

を途中で抜けたり、遅れていった

りとその間の授業が受けられな

い。また、学年が上がるにつれて

周囲の目もあり、指導が必要なの

に行きたがらなくなる等、指導の

時間帯に問題があると思う。在籍

校での活動に支障が出ない形で

通級を利用するためにも、放課後

の時間帯にも通級指導の枠を作

ってほしい。 

１ 通級指導学級は通常の学級に籍を置いたまま、週あたり、概

ね８単位時間までの範囲で、教育課程を踏まえた特別の指導

を受ける学級です。この指導をすべて放課後の時間に設定す

ると、児童・生徒の負担が過重になることから、一部の授業に

替えて、通級による指導の時間を組み込んで指導を実施して

いるところです。今後、ご指摘いただいた点を踏まえつつ通級

指導学級と在籍校の学級担任、保護者の三者が情報交換を

密にしながらより効果的な通級指導を進めてまいります。な

お、小学校の情緒通級指導学級について、東京都には児童が

学級設置校に通う現在の方式から教員が対象児童の在籍す

る学校に巡回指導する方式に変えていく計画（特別支援教室

構想）がありますので、こうした動向も踏まえ、考えてまいりま

す。 

２３ 発達障害者は特殊ではなく、近頃

は多数を占めてきており、子育て

できない親にも発達障害が疑わ

れる。広く区民に現状を周知し、

対応すべき。 

１ 発達障害は、見た目には分かりにくく、また、どこからが障害で

あるかの線引きが難しい障害であることから、周囲から理解さ

れず誤解を招くことも少なくありません。 

区では、発達障害のある方が地域で自立した生活が送れるよ

う、地域社会に対する理解啓発に力を入れてまいります。 
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２４ 一時保育を充実してほしい。子ど

もが発達障害疑いで現在療育に

通っているが、幼稚園に入れるま

でが大変で難儀した。早期から一

時保育を利用し、子どもが他の子

や大人と触れ合えたらどんなに良

かっただろうと感じている。保育サ

ービスをもっと受けられれば早期

発見にもつながると思う。 

１ 区内には、理由に関わらずご利用いただけるほっとステイやお

でかけひろば内の一時預かりがありますが、今後も理由を問

わない一時預かりが利用しやすくなるよう検討してまいります。 

２５ 子どもを18歳未満で区切らず、18

歳以降の発達障害の若者や、診

断、指摘がなく特別支援学級等へ

通級した経歴がない若者を支援

する施設や就業支援等、環境基

盤整備を希望する。 

１ 区では、平成 27年 3月より、知的な遅れを伴わない発達障害

の方を対象とした障害者就労支援センター「ゆに（ＵＮＩ）」を開

設いたします。「ゆに（ＵＮＩ）」では診断の有無に関わらず発達

障害者の就労・自立に向けた相談に応じるとともに、通所施設

を併設し就労準備や定着支援等を行います。今後も生きづらさ

を抱えた若者の支援施策などと連携し発達障害者への支援の

取り組みを進めてまいります。 

２６ 民間の発達専門の塾を利用した

場合の費用助成や発達障害相

談・療養センターげんきでの療育

期間の延長、指導日数を増やす

必要があると思う。発達は個人差

があり、きめ細かなサポートをお

願いしたい。 

１ 区では児童福祉法に基づき、発達障害を含む障害児に対し、

集団生活への適応訓練や生活能力の向上のために必要な訓

練を継続的に行う場である障害児通所支援の利用に対し費用

の負担を行っております。利用に関する詳細はお住まいの地

域の総合支所保健福祉課にお問い合わせください。 

また、発達障害相談・療育センター“げんき”の療育につきまし

ては、ひとり一人の状況に即したきめ細かい支援が行えるよう

見直しを検討してまいります。 

２７ 子どもの貧困対策として、空き家

を使って福祉喫茶を設置し、学校

給食センターと連携して配食サー

ビスを実施する等、貧困家庭の児

童への食の支援を。 

１ いただいたご意見につきましては、今後、生活困窮家庭に対す

る支援策の検討を行う際の参考にさせていただきます。 

２８ 生活困窮家庭の子ども達の支援

を多様にし、18歳まで確実に支援

できると良い。また、子どものこと

を精神的にも経済的にもまったく

受け入れられない親子への支援

も考えるべき。社会に出てからで

もその人がＯＫと思えるまで支援

し続ける場が必要。支援を受けた

人達が成長すれば、それを受け

継ぐことができやすい。 

１ 生活困窮家庭の子どもに対しましては、広くさまざまな支援を

行っていく必要がありますが、平成２７年４月に施行される「生

活困窮者自立支援法」に「生活困窮者である子どもに対し学習

の援助を行う事業」について規定があることから、現在、同法

に基づく支援について、平成２７年度中の実施を目標に検討を

進めております。支援の実施に当たっては、いただいたご意見

を十分に反映できるよう努めてまいります。 
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２９ 貧困の再生産（連鎖）を防ぐ施策

を。 

１ 子どもの貧困対策については、子どもの将来がその生まれ育

った環境に左右されることのないよう、今後、庁内で連携しな

がら総合的な支援の検討をしてまいります。 

３０ 学習塾に通わせる余裕のない家

庭の子どものために、学習の場や

機会を。 

２ 現在、区では、ひとり親家庭への支援として、かるがもスタディ

ルームを実施しておりますが、平成２７年度からは実施場所の

増加を図る予定であり、さらに生活困窮家庭等に対する学習

の場の提供も実施する予定です。 

３１ ひとり親家庭支援のかるがもスタ

ディルームに助けられている。塾

に通わせる余裕がなく、今後の継

続と、多少の利用料が生じてもい

いので回数の充実を求める。 

１ いただいたご意見につきましては、子ども計画策定時行った区

民アンケート結果などを踏まえ、平成２７年度から、かるがもス

タディルームを3か所から5か所に拡大するなど、ひとり親家庭

支援策を充実させるとともに、平成 27年度中に実施する予定

の「生活困窮者自立支援法」に基づく生活困窮世帯の子ども

支援事業とも連携して取り組んでいく予定です。 

３２ ひとり親への生活できる仕事の斡

旋と両立支援を。 

１ ひとり親家庭の就業支援や生活支援を含め、その人らしい自

立に向けた支援を総合的に推進するため、「せたがやお仕事

カフェ」や「ぷらっとホーム世田谷」と事業の連携の強化を図っ

てまいります。 

３３ 国や自治体の施設では、母子及

び父子並びに寡婦福祉法に基づ

き、母子会が売店や自動販売機

を設置しており、区施設に自動販

売機の設置や売上金の分配を求

める。また、ひとり親家庭が社会

の一員として認知され、共助でき

る仕組みづくりを。 

１ いただいたご意見につきましては、今後、ひとり親家庭に対す

る支援策の検討を行う際の参考にさせていただきます。 

３４ 保育園や小学校の学級閉鎖時

に、インフルエンザにかかってい

ないひとり親家庭の子どもの保育

ができるよう求める。 

１ 

３５ 区の施策・イベントに、ひとり親が

公平に参画できる仕組みを求め

る。例えば、子育てメッセにひとり

親をはじめとする非正規雇用の人

なども参加できるよう、隔年で日

曜日にも開催してほしい。 

１ 
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３６ らぷらす主催のイベントは、男女

共同参画とはいえないことが多く

見受けられる。母子及び父子並び

に寡婦福祉法と都の５カ年計画を

順守し、父子家庭の子にも平等な

参加の機会を求める。 

１ 区では、男女共同参画プラン調整計画に基づき、男女共同参

画を推進しています。男女共同参画センターらぷらすは、男女

共同参画を推進するための拠点施設で、すべての人がいきい

きと暮らせる社会の実現を目指しています。 

いただいたご意見につきましては、今後の取組みの参考とさせ

ていただきます。 

３７ ひとり親、生活困窮家庭への支援

を充実させることは重要だが、収

入のある祖父母の支援があるひ

とり親もいる。生活環境を精査し

て、本当に支援の必要な家庭に

手を差し伸べてほしい。 

１ ひとり親家庭の支援として児童を養育している方に支給する手

当があります。国の制度である児童扶養手当は、受給者以外

に児童と同居し生計を同じくする祖父母等がいる場合は、その

所得も審査し、所得制限限度額を超える所得があると支給を

制限しています。 

ただし、同じひとり親家庭の手当でも東京都の制度である児童

育成手当については、受給者本人の所得による支給制限のみ

となっていますので、同居の祖父母等の所得が高くても手当は

支給します。 

いずれも法律や条例に基づき、世帯の生計方法や住居・同居

者等の状況を区が適正に審査し、支援が必要な家庭に対して

手当を支給しています。 

３８ 今、ゲームやラインでストレスをた

めて心の行き場所のない小中高

生が多い。世田谷から不登校、い

じめ、うつ、暴力のない教育の場

が必要で、地域でボーイスカウト

のようなものがあるといい。 

１ 青少年交流センターや児童館では、職員が見守る中で、若者

が主体的に活動できる場と機会を提供しています。不登校や

いじめ等、生きづらさを抱える若者の支援に向けては、これら

の施設を拠点として、地域住民との交流を促進し、地域全体で

若者を育てていく視点が非常に重要と考えます。引き続き、地

域で次代を担う若者を育成する取組みを推進してまいります。 

３９ 生きづらさを抱えた中高生が悩み

を相談できるよう、相談できる場

所を整備し、それを周知するととも

に、医師や民生委員の数を増や

す必要がある。 

１ 区では、生きづらさを抱えた若者の社会的自立に向けた総合

的支援を目的として、9月に「世田谷若者総合支援センター」を

開設したところです。センターの機能として新設した「メルクマー

ルせたがや」では、施設における相談窓口に加え、児童館、青

少年交流センター、学校等での出張相談を実施し、相談機会

の充実、周知に努めているところです。今後も、多様な相談に

対応していくために、民生・児童委員、青少年委員や就労支

援、生活困窮者自立支援、障害支援等を行う各種専門機関と

連携を図り、総合的かつ継続的な支援を実施してまいります。 
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５ 質の高い学校教育の充実 ２６件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ ＰＴＡ活動の内容の見直しを。家

庭教育学習など担当するＰＴＡ係

の負担となっている。子どもの安

全や教育の充実に関わるものに

内容を絞り、親の負担の軽減と必

要な活動への労力の再分配を望

む。 

１ 女性の就労の広がりや、虐待、いじめやネット依存など子育て

と学校を取り巻く社会的な環境の変化は大きなものがありま

す。PTAは、本来、子どものよりよい教育環境の実現を目指し

て、保護者と教師が共に学び合い、活動する自主的な団体で

す。よりよいPTA活動をめざし、幼小中PTAの連合体などと協

力連携を進めます。 

２ 小学校の校庭を平日開放してほ

しい。 

１ 平日につきまして主に日中は小学校の教育課程で、放課後は

新 BOPで使用しております。ただし一部の学校では平日も遊

び場開放をしている学校もありますので、今後も安全な遊び場

としての校庭利用について取り組みます。 

３ 自信を持って教育にあたれるよう

保護者、地域との関係の一層の

強化が必要である。 

１ 区では、「地域とともに子どもを育てる教育」の推進をめざし、

全区立小・中学校を地域運営学校に指定しています。全校指

定を機に、さらに地域で学校を支える体制づくりのため、保護

者や地域の方々をはじめとした学校を支えるボランティア組織

の効率的な運営に向け、世田谷版「学校支援地域本部」の整

備に向けた検討を進めています。 

また、全区立小・中学校の学校関係者評価委員会を設置し、

学校としての組織的・継続的な改善を図り、学校・家庭・地域の

連携・協力による学校づくりを進めるため、学校関係者評価と

学校の自己評価とによる学校評価システムの改善・充実に取

り組んでいます。 

４ 通学には保護者や地域のボラン

ティアで人通りの少ない道に旗を

持って立って登下校を見守る地域

社会であればよい。小学校低学

年は登下校時に保護者がついて

いる方が良いのではないか。 

１ 現在、区立小学校では、教員、主事による通学路の見守りの

ほか、小学校６４校のうち８割以上の学校が、ＰＴＡをはじめ、

町会、商店会など地域の皆様のご協力をいただき、登下校時

の見守り活動を実施しております。世田谷区では、見守り活動

の支援として、子ども安全ボランティア保険への加入を行って

います。 

５ 小学校の通学路を安全な道にし

てほしい。細い道路も相互交通で

すぐ横が通学路となっているが、

白線だけで子どもの安全が守れ

るのか。すべての登下校の道に

ガードレールを設置してほしい。 

１ これまでも、安全対策としてガードレール等を設置しております

が、今後も道路状況に応じ、交通安全対策を講じてまいりま

す。 
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６ 義務教育とはどういうものか見直

して欲しい。公立校では土曜日も

休日。また、義務教育は私立中に

行くための進学校ではなく、小学

校は全体児童の社会の教育する

場である。家庭の親は幼少期にし

つけをし、学校では大人社会のモ

ラル、マナー等を学んでほしい。

又、お金の大事さ、ありがたさを

身に付けさせる必要がある。 

１ 区では、義務教育 9年間全体を通して質の高い学校教育を推

進する「世田谷9年教育」を平成25年度より区立小・中学校全

校で実施しています。地域の区立小・中学校で構成される「学

び舎」による学校運営や教育活動を推進するとともに、学習習

得確認調査、土曜講習会、朝学習など児童・生徒の基礎・基本

をはぐくむ取組みを行なっています。 

また、子どもたちの道徳性をはぐくみ、市民としてのよりよい生

活習慣や規範意識を身につけることを目的として、「あいさつ」

や「思いやり」など月ごとのテーマについて、児童・生徒が目標

を設定して取り組む「人格の完成をめざして」を実施していま

す。 

７ 「世田谷９年教育」とあるが、精神

的にも今の子どもはとても幼いと

思う。９年計画に高校も加え、12

年義務教育が実現したら良い。高

校を中退すると、個人が相当努力

をしないと社会人として生きていく

のが困難で、高校卒業の資格が

あると仕事の選択も広がる。 

１ 世田谷区教育委員会では、教育基本法等に基づく小・中学校

の義務教育９年間で、これからの社会を生き抜く力が育成され

るよう、「世田谷９年教育」をはじめとする教育施策を推進して

まいります。 

８ 区立中学進学率上昇のため、英

語が強いといった特徴や地元との

交流、都立高校とのパイプ等をも

っとアピールして地元区立中進学

を希望する人を増やす必要があ

る。区立中学ならでは、と思われ

るような取組みを期待する。 

１ 区では、都立高校の良さを児童や保護者に知ってもらうため

に、小学生と保護者を対象として、特色ある教育活動を行なっ

ている都立高校による説明及び体験事業を行う「小学生のた

めの都立高校体験フォーラム」を開催しています。 

また、同じ地域や近隣の小学校・中学校が「学び舎」というグル

ープをつくり、協働して授業の質的向上や特色ある取組みを実

施しています。そして、区内及び近隣の都立高校と区立小・中

学校との連携を進め、授業の改善等を図るため、都立高校の

教員の区立小・中学校への訪問授業を実施しています。 

９ 子どもは、就業を含め、自身が大

人になったときのことを考える必

要がある。将来を見据えることが

できる子ども、若者となるように教

育をしてほしい。 

２ 子どもたちの社会的・職業的な自立に向け、自分の役割や将

来の生き方、働き方について考えていくことができるよう、小・

中学校９年間を通したキャリア教育を推進しています。 

全区立小学校５年生、全区立中学校１・３年生にキャリア学習

ノートを配布するとともに、区立中学校では、区内の商業・工

業・農業等の関係者の協力を得るなどして、２年生を対象に３

日間程度の職場体験活動を実施しています。 

また、小学生と保護者を対象として、都立高校の説明及び体験

事業を行う「小学生のための都立高校体験フォーラム」を開催

しています。 
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１０ 若者は議論・問題提起等の基本

的なことができるようにならないと

いけない。また、より国際的となる

ため、英語等の外国語や情報（ＩＴ

Ｃ）の活用も必須であり、これらが

身につくよう教育をする必要があ

る。 

１ 区では、「世田谷９年教育」を通じて児童・生徒の基礎・基本を

はぐくむとともに、子どもたちが市民としてのよりよい生活習慣

や規範意識を身に付けることを目的として、「あいさつ」や「思

いやり」など月ごとのテーマについて、児童・生徒が目標を設定

して取り組む「人格の完成をめざして」を実施しています。 

また、小中学生の海外派遣事業等を通じて国際理解に取り組

むとともに、英語によるコミュニケーション能力を育成するイン

グリッシュタイムの実施など英語教育の充実を図っています。 

さらに、教員のＩＣＴ活用能力や児童・生徒の情報活用能力の

育成・向上を図るため、タブレット型端末等のＩＣＴ機器を活用し

た授業の推進に取り組んでいます。 

１１ 「世田谷９年教育」について、小学

校で説明を受けたが、子どもにと

って自分の進むべき道筋、憧れに

中学校での生活や先輩の姿が見

えてこない。また、学舎が２つに分

かれることで重複した中学校に卒

業生が分かれる場合、一方に偏り

がでるのはなぜか。子どもを持つ

親にもっと直接訴えてほしい。 

１ 区では、区立小・中学校が一体となって質の高い教育を実現

する「世田谷９年教育」を推進し、学習指導要領を基盤としなが

らも、世田谷区独自の工夫を加えた「世田谷区教育要領」によ

る教育活動を展開し、平成 25年度より区立小・中学校全校で

実施しています。 

平成 26年度からは、「第 2次世田谷区教育ビジョン・第１期行

動計画」の内容を踏まえ、「世田谷９年教育」の定着と質の向

上のため、学校経営などのモデルとなる「世田谷マネジメントス

タンダード」の整備に向けた検討を進めています。今後は、予

定されている学習指導要領の改訂等、国や都の動向も踏ま

え、より一層の充実に向けた検討に取り組んでまいります。 

また、学校運営の充実を図るため、区立小・中学校の適正規

模化・適正配置の取り組みなども踏まえ、「学び舎」と学区域の

関係についても検討・整理していきたいと考えています。 

１２ ＩＱの高い子どもは学校の授業が

おもしろくなく、強いては不登校と

いう結果になっており、飛び級制

度を導入すべき。単教科の飛び

級ができれば少しは違うと思う。 

１ 世田谷区教育委員会では、教育基本法等に基づく小・中学校

の義務教育９年間について、一人ひとりの多様な個性・能力を

伸ばし、社会を生き抜く力が育成されるよう、質の高い教育を

推進してまいります。 

１３ 集団プログラムは辞めて個別プロ

グラムにできないか。高い学力ば

かりを必要とするわけではない。

より高いものが必要な子どもに

は、大学教授や研究者、塾講師を

招くなどより高いものに触れる機

会を与え、工芸や芸術、農業や園

芸に感心が強い子どもにはそれ

に触れる機会を与えるべき。 

１ 「第２次世田谷区教育ビジョン」では「今後 10年間の基本的な

考え方」として、「一人ひとりの多様な個性・能力を伸ばし、社会

をたくましく生き抜く力を、学校・家庭・地域が連携してはぐくむ」

ことを掲げています。いただいたご意見は、今後、「第２次世田

谷区教育ビジョン」を踏まえ、様々な取組みを行なう上で、参考

とさせていただきたいと考えています。 
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１４ 子ども達の健やかな成長のため

に是非安全な学校づくりをして欲

しい。組体操の実施を認めるなら

ば昨今の子ども達の成長発達を

よく理解し、子どもの安全に十分

配慮できるように区として監督して

ほしい。他にも大雪の日に学校公

開を行うなど、安全対策に疑問を

感じる事が度々あり、すべての学

校で安心して子どもを通わせられ

るような信頼が持てる学校運営が

できることを願う。今一度学校の

安全対策全体を見直して欲しい。 

１ 子どもたちが日々学び、生活する場である学校が安全安心な

空間であることが望まれるのは言うまでもありません。 

区では、「体育主任研修」において「体育授業における事故防

止についての研修」を実施するとともに、校長会等を通じて、児

童・生徒の成長発達をよく理解し、事故防止・安全確保につい

て十分に配慮するよう周知を図っております。 

また、事故や不審者の侵入等による事件、震災・台風等の災

害への対応について示した「学校安全対策マニュアル」を区立

小・中学校に配付しております。 

今後とも、児童・生徒が安全安心に学び、生活できる教育環境

の確保を図ってまいりたいと考えております。 

１５ 学校では教員が誇りを持って指導

にあたれる環境づくりと教育委員

会の全面支援の強化を。 

１ 教員の研修・研究の充実や資質の向上、学校への支援等のた

め、新教育センター機能の整備に向けた検討に取り組んでい

ます。また、学校関係者評価と学校の自己評価とによる学校

評価システムにより、学校としての組織的・継続的な改善を図

るとともに、学校・家庭・地域の連携・協力による学校づくりに

取り組んでいます。 

１６ 子どもの質を高めるには教員の

質的向上が必要で、「道徳」をどう

考えているのか。「豊かな人間性」

に含まれると良いが、教員の再教

育が難しい。一般企業での一年

間の研修などを実施すべき。 

１ 教員の研修・研究の充実等のため、効果的な研修の実施手法

の検討等を行なうとともに、新教育センター機能の検討・整備

に向けた取り組みを進めています。 

また、「人権」や「生命」を尊び、重んずる精神を学ぶことはすべ

ての教育活動に通じることから、人権教育や道徳教育に関す

る国の動向等を踏まえ、道徳教育センター校の設置、各種研

修の実施など、様々な機会を通じて人権教育、道徳教育の推

進と教員の資質向上を図っています。 

１７ 小学校はまだ良かったが、中学校

の先生は真剣に仕事をしていな

い。塾に行かないと勉強にならな

いが、私は塾に行っていないので

家でもたくさん勉強しないといけな

い。学校でもっときちんと教えてほ

しい。質の高い授業を質の高い先

生にしてほしい。 

１ 区では、義務教育 9年間全体を通して質の高い学校教育を推

進する「世田谷9年教育」を平成25年度より区立小・中学校全

校で実施しています。学習習得確認調査、土曜講習会、朝学

習など児童・生徒の基礎・基本をはぐくむ取組みを進めてきま

した。また、平成 26年度からは、「第 2次世田谷区教育ビジョ

ン」の内容を踏まえ、「世田谷９年教育」の定着と質の向上のた

め、学校経営などのモデルとなる「世田谷マネジメントスタンダ

ード」の整備に向けた検討を進めています。今後は、予定され

ている学習指導要領の改訂等、国や都の動向も踏まえ、一層

の充実に向けた検討に取り組んでいきたいと考えています。 
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１８ 学校で必要な教材や給食費を無

料にしてほしい。日本は教育費に

かける予算が少なすぎで、世田谷

区は国に先駆けて子どもの教育

費に予算を割いてほしい。 

１ 世田谷区教育委員会では、厳しい財政状況の中で、教育ビジ

ョンの推進など教育予算の充実に努めているところです。こうし

た中で、経済的な理由により就学困難な児童・生徒の保護者

に対して学用品費・給食費等について援助しております。今後

も国の動向等を注視しつつ、予算を有効に活用して教育環境

の充実に努めてまいります。 

１９ 区立の中学校と小学校の学区を

一致させる動きがあるそうだが、

ライフステージの変化は出会いの

チャンスでもある。小・中のメンバ

ーが変わらないことは問題で、適

度なシャッフルが必要だと思う。 

１ 地域の区立小・中学校で構成される「学び舎」と学区域の関係

については、区立小・中学校の適正規模化・適正配置の取組

みなども踏まえ、学校運営の充実に向けて、検討・整理してい

きたいと考えています。 

２０ 小学校区を維持し、選択制を導入

しないこと。 

１ 区では、地域とともに子どもを育てる教育を進めています。この

ため、お住まいの住所地によって通学区域を定め、学校選択

制を導入していません。 

２１ 学校は住所で分けられているが、

小学校も選択できれば良い。 

１ 区では、地域とともに子どもを育てる教育を進めています。この

ため、お住まいの住所地によって通学区域を定め、学校選択

制を導入していません。ただし、「指定校変更許可基準」に該

当し、学校運営上または施設の受入れ状況等から判断し、特

に支障がないと認められる場合は、許可する場合があります。 

２２ 地元に大規模マンションが建設さ

れており、小学生が増えると思う

ので、小学校を増やしてほしい。 

１ 今後の児童数の推移を踏まえて、子どもたちにとって、充実し

た教育活動や良好な教育環境が確保されるよう、取り組んで

まいります。 

２３ 40人学級はかなり無理があるよう

に思う。ティーム・ティーチングや

少人数授業などで個々の生徒に

目が行くよう工夫してほしい。 

１ 少人数指導や複数の教師による協力的指導（ティーム・ティー

チング）など少人数による授業を実施しており、正規教員の加

配や都費講師の配置等、都の制度に加え、区費負担による講

師を配置し、区独自の少人数教育を推進しています。 

２４ 子どもが小学校中学年から、しっ

かりした進路相談に乗れる体制を

つくるべき。進路相談の教諭を立

て、高校、大学に行くための相談

でなく、その仕事に就にはどのよ

うなルートが必要かなどを相談で

きるようにすべき。 

１ 各学校の進路指導主任、キャリア教育担当教員を定め、研修

を実施し、教員のキャリア教育に関する指導力の向上を図ると

ともに、キャリア教育に関する研究校を指定して実践研究を進

めています。 

２５ 古い幼稚園もあり、耐震設備が整

っているのか疑問である。学校設

備に予算を増やすことも考えてほ

しい。 

１ 施設の耐震性能については、耐震診断を行い確認しておりま

す。また、平成26年8月に策定しました「区立幼稚園用途転換

等計画」に基づき、区立幼稚園は順次幼保連携型認定こども

園への用途転換を進めてまいります。その中で、順次施設の

改修・改築を進めていく予定となっております。 



 26

６ 子どもの成長と活動の支援 ２７件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 公共の建物の一部に学校から帰

った後、友だちと集い・遊ぶ安全

な場所を多く作ってほしい。卓球、

読書、宿題を一緒にできる程度の

場所で、大人が見張れる所を選

ぶなど工夫も必要だと思う。 

１ 区では、子ども達の放課後の遊び場として児童館や新ＢＯＰ、

プレーパーク等を整備しておりますが、大人の目が入った見守

りについては、地域・区民と区が協働・連携して展開していける

よう進めてまいります。 

２ 自らの意思・判断で遊ぶことを通

じて、子どもの創造性を育むこと

が重要であり、自主的に遊ぶ場が

必要である。 

１ 区では、子ども達が自分で過ごし、遊び、学ぶ中で社会性や自

主性、創造性を育むために、成長にあわせた見守りを進めて

おります。今後も、児童館事業やイベントを中心に地域・区民と

の協働・連携により進めてまいります。 

３ コミュニケーション能力の向上を

目指す教育が重要で、「質の高い

学校教育の充実」と「子どもの成

長と活動の支援」の２項目に最重

点を置くべきだと思う。接触・交

流・コミュニケーションの場づくり

と、それに向けてのモチベーショ

ンづくりを。 

１ 子ども達が社会性や自主性、創造性を育むためには、成長に

あわせた見守りや多世代交流が必要であり、今後も、同様の

視点に立った事業を進めてまいります。 

４ 児童館に行かれない、どうやって

行ったらいいか分からない人を引

っ張りだして欲しい。 

１ 様々なイベントや広報媒体を通じて、広く児童館の魅力や活動

内容のＰＲを進めるとともに、児童館に関わりのある地域の

方々の協力を頂きながら取り組んでまいります。 

５ 音楽、コンサート、工作、アスレチ

ックなど子どもが室内で安全に遊

べて学べる子どもの城のような場

所が必要だと思う。昔のように小

さい子から小学生までが一緒に

遊べる場所をつくってほしい。 

１ 世田谷区では、２５の児童館を設置し、遊びを通した児童の健

全育成を進め、多世代交流の場を提供しております。子どもの

城同様の施設整備については、今後の施策の参考にさせてい

ただきます。 

６ 児童館において、乳幼児が安全

に遊べるような配慮と、乳幼児向

けの遊具やイベントの充実を。 

１ 区では、身近な場所で子育て中の親子が気軽につどえる場と

して、おでかけひろばや児童館子育てひろば事業を展開してお

ります。児童館の子育てひろばについては、乳幼児専用室の

整備と合わせ、遊具やイベントの拡充を図ってまいります。 

７ 学童保育における環境整備につ

いての視点が欠けている。放課後

の安全、放課後の子どもの育ち合

いをしっかり施策化してほしい。 

１ 区では、新ＢＯＰ事業として学校施設を活用した放課後の安全

な遊び場を展開し、自主性、創造性、社会性を養えるよう取り

組んでおります。 
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８ 新BOP学童クラブの時間を延長

してほしい。また、民間学童の利

用者に支援をしてほしい。 

４ 新ＢＯＰ学童クラブでは、平成 25年度より時間を延長していま

すが、小学生は児童が通学下校を一人ですること、また長時

間学校内にいる負担を考えて、現在の時間としていますのでご

理解をお願いいたします。支援につきましては、今後の施策の

参考にさせていただきます。 

９ 新BOP学童クラブの入所基準の

変更を。短時間勤務でも、学校終

了時刻が15時前の日や学校休

業日にも困る。必要な時に学童保

育を利用できるようにしてほしい。 

１ 今後の施策の参考にさせていただきます。 

１０ 新BOP学童クラブの一時保育を

認めてほしい。配慮が必要な児童

は利用日が限られており、児童本

人や兄弟姉妹の保護者会にも、

子どもを預けられず参加できない

事が多いと聞く。一日単位の学童

の一時保育が認められるとよい。 

１ 学童クラブは、生活の場として継続的な保護、育成にかける児

童が対象になっています。また、登録だけで利用ができるＢＯＰ

事業（遊び場）もあわせて実施しています。一時保育につきまし

ては、今後の施策の参考にさせていただきます。 

１１ 「地域」は世田谷に限らず広い視

野で考えてほしい。過疎化が進む

地域、伝統や文化の後継者を求

めている地域等々との提携が出

来れば、新しい視点での成長と活

動の場が生まれるのではないか。

地域外交流の機会の拡充を。 

１ 「第２次世田谷区教育ビジョン・第１期行動計画」では、社会体

験活動を通じて社会性をはぐくみ、社会の構成員としての自覚

や他の人をおもいやる心などを育成するとともに、自然体験学

習、移動教室など、子どもたちが「実物」に触れ、感じ、体験す

る機会の拡充に取り組むとしています。いただいたご意見は、

このような取り組みを検討・実施していく過程で参考とさせてい

ただきたいと考えています。 

さらに、多摩川を挟んだ世田谷区と川崎市の子どもたちが、か

つての渡し船の復活イベントを行うなど、交流に向けた取組み

を行っています。 

１２ 児童館や小学校を夜間開放し、

放課後児童の居場所を作ること。 

１ 児童の健全育成の観点を踏まえ、今後の施策の参考とさせて

いただきます。 

 

１３ 現状の公園は砂地が多く、風が

吹くと砂が舞うため遊びづらい。

住宅地にある小さな公園も裸足で

走ったり、寝転がれるよう芝生化

してほしい。 

１ 公園改修等の整備にあたっては、地域の要望や公園の規模、

利用状況等を考慮しながら広場の整備について検討してまい

ります。 

１４ 快適で安心に遊べる公園を。子ど

もが飛び出したりしないよう、公園

の外周全周に植木や柵を設け、

出入口には扉を設けてほしい。 

１ 植木や柵、車止めなどを適正に配置し、小さな子どもが飛び出

さない公園整備に努めてまいります。出入り口についても、そ

れぞれの公園に適した形状を検討してまいります。 
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１５ ボール遊びのできる広場・公園を

充実してほしい。 

１ 公園新設、改修等の整備にあたり、地域の要望や公園の規模

等を考慮しながら、ボール遊びのできる場の整備についても検

討してまいります。 

１６ 子ども向け公園が少ない。外で体

を動かすために、近所で毎日寄れ

る公園やボール遊びができる広

場が必要。大きな公園でなく近く

に点在する小さな公園の拡充を。 

２ 世田谷の公園は全体的に不足しており、特に公園が少ない地

域の整備を優先的に進めております。子どもの遊びのために

も、ひきつづき世田谷の公園が充実するよう努力してまいりま

す。 

１７ 公園のソフト面、「人と人をつなげ

る人」の育成、充実を。与える支

援でなく母親に主体性を持たせる

子育て支援が一番効果がある。 

１ 外遊び体験の機会としたプレーパーク、プレーリヤカー等の運

営におきましても、場の確保だけではなく、そこに携わる人の

関わりが大切と利用者の声を頂いております。今後の外遊び

の場と機会の拡充にあたりましても、場の確保とともに、外遊

びをサポートする人の育成システムを検討し、計画的に進めて

まいります。 

１８ 公園の滑り台は低いもの、高いも

の、ブランコは普通のもの、赤ちゃ

ん一人で座れるものと１つの公園

で小さい子も大きい子も遊べる遊

具があるとよい。 

１ 公園の新設や改修等に際しては、地域の要望、公園規模や利

用状況を考慮しながら、遊具等の配置を検討してまいります。 

１９ 地域コミュニティの形成の施策と

してプレーパーク、プレーカーの

充実を求める。プレーカーの実施

により、子どもだけでなく子育て中

の母達が集い、悩みを話したり楽

しいひと時を過ごし、「楽しい子育

て」につながっている。屋外での

遊び場、つどいの場となっている

これらの活動を支援し、継続・充

実できるようにしてほしい。 

２ プレーパークは区内４ヶ所の公園における常設の冒険遊び場

として、またプレーカーにつきましては、プレーパークから遠い

地域の公園における出前型冒険遊び場として実施しておりま

す。子どもの生きる力を育むための体験の場として、両事業は

区の外遊び推進の中心的な役割を担うものとして、今後のあり

方を検討してまいります。 

２０ シンポジウムなどに自ら積極的に

出ることのない若者の意見も聞け

るといい。 

１ 計画案の策定にあたっては、中高生世代アンケートを実施し、

地域活動等に積極的に参加していない子ども・若者の意見・ニ

ーズも踏まえて策定しています。また、計画案では、子どもの

意見表明の推進を掲げ、意見表明の場の設定やその周知に

努めてまいります。 

２１ 中高生たちとも関わる活動をして

いるが、世田谷区の中にも色々な

団体があることを知り、このような

中高生主体の取組みがもっと盛

んになってほしい。 

１ 児童館や青少年交流センターをはじめとして、区内には中高生

の主体的な活動をサポートする施設や取組みがたくさんありま

す。こういった若者たちの主体的な活動が、更に広がっていくこ

とを応援する取組みを、子ども計画推進とともに取り組んでま

いります。 
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２２ 子ども達が現在国や区などでなさ

れている子ども・子育て支援につ

いて考える場や自分達自身が意

見を考え発言できる場を作ってほ

しい。 

１ 子どもが社会性や自主性を育んでいくためには、自分の意見

を表明する場、地域活動への参加・参画の機会を充実すること

は非常に重要なことであると考えます。区では、こうした機会と

して、区長の附属機関である「子ども・青少年協議会」に提言を

行う中高生主体の「ユースミーティング世田谷」を設置し活動を

行っているほか、平成３１年開設予定の（仮称）希望丘青少年

交流センター整備にあたり、若者の意見を反映させることを目

的に、区内在住の高校生、大学生世代の方々を委員とする建

設構想委員会設置に向けた準備を進めているところです。今

後も、若者支援施策を検討していく中で、このような取り組みと

あわせ、地域コミュニティの形成に関わっていけるような機会

の充実に努めてまいります。 

 
 
７ 子どもが育つ環境整備 ３５件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 子どもと高齢者が交流する機会を

つくってほしい。 

２ 子どもが健やかに育ち、保護者が子育てしやすいまちの実現

のためには、地域での多世代の交流の機会や、高齢者をはじ

めとする地域の大人が子どもを見守り、子育てを支える環境づ

くりが欠かせないと考えています。 

計画案では、重点政策の「子どもの生きる力の育み」の一環と

して、「子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成」を

掲げ、幅広い世代や立場の違う方々が支えあい、ともに地域

の子どもや子育てに関わっていけるよう地域での交流の機会

の充実を図ってまいります。 

２ 地域での見守りやちょっとした預

かり・保育など、子どもの見守りや

子育て支援に地域の高齢者を活

用するべきではないか。高齢者の

生きがいにもつながってくると思

う。 

４ 

３ 産後、誰の支援もなく、一人で頑

張って息詰まっているお母さんが

たくさんおり、地域で産後の大変

さを気にかけ、手助けする社会が

必要であり、支援を受けたママが

やがて支援をする側にまわるサイ

クルが求められる。産後ケアの充

実が虐待予防につながると思う。 

１ いただいたご意見につきましては、子ども計画策定時に行った

区民アンケート結果などを踏まえ、産後ケア事業の充実・強化

を図る中で検討してまいります。 

４ 人が成長するためには出会い、

感動が必要で、それらは地域の

人々の交流「世代の年輪」によっ

てなされてきた。親だけでなく多く

の良き大人に囲まれた中で子ども

が育つ環境を整える必要がある。 

１ 子ども達が自分で過ごし、遊び、学ぶ中で社会性や自主性、創

造性を育むためには、成長にあわせた見守りや多世代交流が

必要であり、今後も、区と地域・区民との協働・連携による環境

整備を進めてまいります。 



 30

５ 未来を支える担い手である子ども

を社会全体で大切にする意識を

持つための啓蒙活動が必要。ど

の場でも子どもをうるさいと苦情を

出す人が多く危機感を覚える。将

来を子どもたちに支えてもらうこと

になるのであり、非常識な時間帯

を除けば多少の事は温かい目で

見守るのが大人の務めと考える。 

１ いただいたご意見のとおり、子どもを社会全体で大切にする意

識を地域で育む必要があると考えております。計画案では、重

点政策の「子どもの生きる力の育み」の一環として、「子どもの

育ちを見守り支える地域コミュニティの形成」を掲げ、子ども・子

育てに対する地域の理解や協力の気運を増し、地域で子ども

の育ちを見守る意識の醸成に努めてまいります。 

６ 公園、公共歩道の雑草がひどく遊

んでいても虫さされ、転びやすい

など心配が多い。 

１ 公園の中で、管理の不備による事故が発生しないよう、適正な

公園管理につとめてまいります。 

７ 子どもが安心して歩くことができる

よう、自動車、自転車などの運転

マナーの向上に向けた取組みを

進めてほしい。 

２ 小・中学校での交通安全教室の実施、子育て世帯への取組み

等、引き続き警察等関係機関とも連携し、自転車安全利用啓

発に取り組んでまいります。 

８ 狭い道路は一方通行にするなど、

子どもやベビーカーの親子が安

心して歩ける道路にしてほしい。 

２ 引き続き警察等関係機関と連携・協働して、自転車安全利用

啓発などに取り組んでまいります。 

９ 路地から出る時ミラーの無い場所

があり危険なので、カーブミラー

の整備を。 

１ これまでも、安全対策としてカーブミラー等を設置しております

が、今後も道路状況に応じ、交通安全対策を講じてまいりま

す。 

１０ 子どもが安心して過ごせる街とす

るには、地域の住人が見守れる

環境づくりが重要。子育て支援と

して補助金を出すなどして、ワン

ルーム住居でなく、子育て世帯向

け住居を増やし、子どもを見守る

環境づくりを。 

１ 子育て世帯支援策として、本年度より公的住宅のひとつである

「せたがやの家」ファミリー型で、家賃補助制度を実施していま

す。また、既存の区立住宅見直しや都営住宅の区移管にあた

っては、子育て世帯を対象とした住戸を増やしていけるよう努

めてまいります。 

１１ 地域で多世代とのつながりの中で

子どもを見守り育てられるように

「道路の活用」を提案する。道路・

交通関係の部署と連携して、この

道路の活用が推進されることを望

む。 

１ 計画案では、重点政策の「子どもの生きる力の育み」の一環と

して、「子どもの育ちを見守り支える地域コミュニティの形成」を

掲げ、幅広い世代や立場の違う方々が支えあう関係づくりを進

めることとしています。道路の活用につきましては、関係部局と

も連携しながら、今後の施策・事業を検討する際の参考とさせ

ていただきます。 

１２ 子どもを自然の中で育て、集団で

走り回って遊べるような自然環境

を整えてほしい。 

２ 区では「世田谷区みどりとみずの基本計画」及び「世田谷区農

地保全方針」を策定し、計画的にみどりや農地の保全・創出と

みどりや農地を活用したまちづくりを進めております。今後も、

子どもが自然と触れ合える環境づくりに取り組んでまいります。 
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１３ 榎の交差点から駒大グランドの信

号までは道路が狭く、通勤時や夕

方は交通量がすごいうえ、路線バ

スが大きく渋滞の原因となってい

る。路線バスをミニバスにしてほし

い。 

１ ご指摘の区間を運行するバスにつきましては、鉄道駅までが

遠く、区民の方々が南北に移動するための重要な交通手段と

なっており、バス事業者からは、朝・夕に利用者が多くなり、小

型バス（ミニバス）では、乗り切れない恐れが生じるため、現行

の中型バスで運行しているとのことです。 

また、当該道路の北側で現在工事を行っております、補助５４

号線の整備後は走行ルートの変更の検討も視野に入れてい

る、と聞いております。ご意見として、バス事業者に伝えてまい

ります。 

１４ 民間バスの少ない地域にコミュニ

ティバスの導入を。 

１ 区では、南北公共交通の強化、交通不便地域の解消を図るた

め、これまで、コミュニティバスを９路線導入してまいりました。

バス導入にあたりましては、道路幅員が狭く、バス路線も限ら

れていることやバス事業者の事業採算性などの課題もありま

すが、今後も道路整備の進捗状況のタイミングにあわせて、バ

スが走行できる経路の確保に向け、バス事業者と協議をして

新たなバス路線の導入を目指してまいります。また、バスのほ

か、地域の実情にあった様々な移動手段の活用につきまして

検討してまいります。 

１５ 小、中学校の近くで歩道と車道の

間にガードレールがない道路や、

事故につながるような位置に電柱

がある道路では電線地中化を。 

２ 電線類の地中化は、安全で快適な歩行空間の確保、都市景観

の向上、都市防災機能の強化など、多くの整備効果がありま

す。今後も引き続き、道路整備と併せて、可能な箇所から計画

的に電線地中化に取組んでまいります。 

１６ 歩きたばこや道路、駅など公共の

場での喫煙を禁止してほしい。特

に駅周辺や商店街は禁煙エリア

とするべき。 

３ 区では、全域で歩きたばこを禁止しておりますが、路上禁煙地

区は、地域の方々のご協力が得られる箇所について指定をし

ております。歩きたばこやポイ捨て等の迷惑喫煙の防止には、

喫煙者のマナー向上が何よりも重要でありますので、いただい

たご意見を参考に、今後も周知活動に努めてまいります。 

１７ 子どもが4人いると、学費、塾など

経済的負担が大きく、せめて18歳

までは支援をしてほしい。扶養の

収入限度額が103万円というのも

時代と合わないと思う。 

 

１ 児童手当は、中学卒業まで子どもひとり当たり月額１万円を支

給しております。さらに３人目以降の児童については小学校卒

業まで月額５千円が加算されます。（所得制限を超える場合は

一律５千円） 

さらに、中学校卒業まで医療費を無料するなど、子育てへの経

済的な負担を軽減する施策を展開しております。 

１８ ３人目の助成をもっと厚くしてほし

い。そうすれば、もっと気持ちに余

裕を持ちながら育児に家事に頑

張れると思う。 

１ 
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１９ 不妊治療、風疹予防接種（パート

ナーとなる男性・家族）の助成金

額増加を希望する。 

１ 不妊治療の助成制度は東京都の制度の上乗せとして独自に

行っているものです。平成 28年度からの制度変更は、より安

全安心な妊娠出産を支援するための見直しであり、今後も国

や都の動向を注視してまいります。また、先天性風しん症候群

予防対策として、妊娠希望の女性の方に、東京都の補助を活

用して費用助成を行っています。妊娠中の女性は接種できな

いことも鑑み、そのパートナーにも接種費用の助成ができない

か、東京都にも補助の要請を行うなど引き続き検討してまいり

ます。 

２０ 子どもの生きる力を育むために

も、地域の子育て力の向上のた

めにも、文化芸術の力は有効だと

実感しており、「文化芸術体験活

動の充実」の視点を加えてほし

い。行政と地域が連携・協働して、

全ての子どもに「舞台芸術鑑賞」

「表現活動」の機会を提供し、「子

どもの生きる力」を育み、「文化芸

術体験活動」の力を活用した地域

づくりを推進していく必要がある。 

３ 子どもの頃から文化・芸術にふれ、体験することは、創造する

力、表現する力、コミュニケーション力、現代社会の多様性に

対応する力をより高めることができると考えております。区で

は、子ども向けに多彩な事業を展開するとともに、「遊びと学び

の子どもプロジェクト」や「わくわくサマープラン」などで周知・啓

発にも力を入れています。 

「第2期文化・芸術振興計画」の中で位置づけているように、今

後も、子どもが文化・芸術に親しむ機会を充実するとともに、子

どもの文化・芸術活動を支援することで、子どもの生きる力を

育んでまいります。 

２１ 舞台鑑賞など文化芸術体験は、

費用もかかり、なかなか子どもた

ちが体験していない現状である

が、心豊かに子どもたちが育つた

め、心がわくわくする感動の体験

の機会を、全ての子どもに保障す

るべき。学校教育の場であれば、

すべての子どもが体験できるた

め、全ての学校で舞台鑑賞教室

を実施してほしい。 

１ 世田谷区独自の教科である「教科『日本語』」では、中学校「日

本文化」領域で取り上げている歌舞伎の鑑賞を通して、日本の

伝統的な舞台芸術への理解を深めるため、区立全小学校の６

年生を対象にした古典鑑賞教室や、区立全中学校の３年生を

対象にした歌舞伎鑑賞教室を実施しています。 

２２ 区の公園や体育館などを利用し

たスポーツ教室や体操教室を各

地域で開催してほしい。 

 

２ 区では、生涯を通じ身近な地域で「いつでも」「どこでも」「だれ

でも」「いつまでも」気軽にスポーツ・レクリエーションに親しみ、

楽しむことのできる生涯スポーツ社会の実現を目指していま

す。今後、主に学校施設を拠点とし、身近な場所で、いつでも、

だれでも気軽にスポーツができる場となっている「総合型地域

スポーツクラブ」が、より多くの地域に設立されるよう支援を行

うとともに、地域で行われている健康体操やスポーツ活動との

連携など、スポーツに参加する機会の充実を図っていきます。 
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８ 今後の若者施策の取組み ４件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 昨年、烏山で行っていたような中

高生の集まれる居場所を整備す

ること。 

２ 平成２５年度にモデル事業として実施した中高生世代応援スペ

ース「オルパ」につきましては、利用者の多くの方々から継続を

望む声をいただいたところです。生きづらさを抱えた若者、活動

の機会を求めている若者問わず、様々な状況にある若者の地

域活動や多世代交流の活性化のためには、青少年交流センタ

ー、児童館等の施設に加え、「オルパ」のように、身近な地域で

若者が気軽に集うことができる拠点づくりが非常に重要である

と考えます。「オルパ」の実績を踏まえ、効果的な身近な居場

所等の拠点づくりの手法について検討し、実現に向けて努めて

まいります。 

2 高校中退者などの居場所づくりが

必要である。 

１ 

３ 乳幼児のみでなく、中高生以降の

子どもにかかる施策にも真剣に取

組んでいく必要がある。 

１ 「子ども計画」は１８歳までの子どもを計画の対象としておりま

すが、ご指摘いただきましたとおり、子どもを取り巻く様々な課

題は１８歳を超えた以降も引き続くケースが多く、３０歳代まで

の若者も視野に入れた「切れ目のない支援」がまさに求められ

ていると考えます。この趣旨から本計画では幼年期からの「子

ども施策」とあわせ「若者施策」を新たに盛り込むことといたし

ました。引き続き関係所管が総合的に連携をとり、組織全体で

若者支援施策に取り組んでまいります。 

 
 
９ その他のご意見 １３件 

意見の概要 件数 意見に対する区の考え方 

１ 子ども自身に「生きる」という意識

を持たせることを忘れているので

はないか。 

１ 子ども計画の基本理念として、「子どもは一人ひとりが今を生

きる主体である」ことを謳いました。大人だけでなく子ども自身

にもそれぞれが「今を生きる主体である」ことを意識してもらえ

るよう、（計画で示すすべての政策を通し）計画の理念の浸透

に努めてまいります。 

２ 子どもの権利ばかりが中心に言

われているように感じるが、将来、

権利も主張するが義務をきちっと

果たす社会を構成していく成人に

なるためにも、子どもとしての義

務、勉学やマナー等身近なものを

きちんと教えるべきである。 

１ 子ども計画の基本理念として、子どもの権利の尊重とともに、

社会の一員として成長に応じた責任を果たすことが求められ

ることを謳っています。また、計画案では、豊かな人間性の育

成を掲げ、人間性・道徳性を育むための取組みを進めてまい

ります。 
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３ この計画では子どもが毎年1,000

人ずつ増えることになっている

が、最近の東京の人口集中に対

して批判がある中でこの点をどう

考えているか。 

１ 区の子どもの人口増加については、必ずしも転入によるもの

ではなく、出生数の増加によるところが大きな要因となってお

ります。区の合計特殊出生率は、年々回復傾向にあり、平成

14年の0.77から平成25年は1.04まで回復しました。 

少子化が全国的な問題となっている現在、区は、子どもの増

加（出生増）について、地域に関係なく取組みを進めていかな

ければならない課題と考えております。なお、東京都の合計特

殊出生率は1.13、全国では1.43となっております。 

４ 現在子どもを産みたいと考え色々

調べているが、区のＨＰが非常に

分かりづらい。もう少し誰が見ても

すぐに把握できる構成にしてほし

い。 

１ 子ども・子育てに関わる支援やサービスなどは多様であり、子

どもの年齢や家庭の状況により必要な情報は変化すると認識

しております。ご指摘を踏まえ、必要な情報を得られるよう、区

のホームページの情報整理に努めるとともに、子育て応援ア

プリの周知・活用を図るなど多様な媒体による情報提供を進

めてまいります。 

５ 乳幼児食と老人食の共通点は多

いので、給食を老保一元化すれ

ば効率が上がるのではないか。 

１ アレルギー対応や献立等で乳幼児の食事と高齢者向けの食

事と一緒に調理することは難しいかと思いますが、今後の施

策の参考とさせていただきます。 

６ 上記以外のご意見 ８  

 


